
６独農年業給第 号 

令和 年 月 日 

 

 

〒000-0000 

〇〇県〇〇市〇〇〇０－０－０ 

 

  〇〇○〇〇〇○○    様 

[※「〇〇農業委員会会長」、「農業協同組合代表理事」] 

（000000） 

[※「コード番号 農委｢00-000｣、JA｢0-00-000｣] 

 

 

給付返還金債権の催告に係る事前連絡等について（協力依頼） 

 

 農業者年金事業につきましては、日頃より格別なご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、農業者年金に係る過払いの給付金の返納について、下記の「区分」欄の「●」印

の債務者又は死亡届を行った遺族の方（以下、「債務者等」という。）に令和 年 月 日

付けをもって催告します。つきましては、債務者等に対して事前に「農業者年金基金から

令和 年 月 日付けで催告通知があるのでご対応いただきたい」旨をお伝えいただきま

すよう、お願いいたします。なお、貴管内における返納状況（催告中の債権のうち 4-

00.00.00 以降の状況）についてもお知らせします。 

  

下表の説明 

「区分」欄の「１」は失権を、「２」は支給停止を、「３」は裁定取消を、「●」は今回催告者をそれぞれ表します。 

元号符号の「２」は昭和を、「３」は平成を、「４」は令和を表します。 

返納額及び入金日は本通知作成時点の内容であり、入金があった場合は入金後の残額（債権額）を表示しております。 

 

区分 

債務者等 

(受給者名) 

年金証書の記号番号 

(団体統一コード) 

債権発生年月日 

(直近の催告日) 

要返納額 

(入金日) 

住所（備考） 

 

１ 

● 

〇〇 〇〇 

(△△ △△) 

000000-00000 

[※農委又は JA コード] 

4-00.00.00 

(4-00.00.00) 

￥00,000- 

(4-00.00.00) 

〇〇県〇〇市〇〇△△ 

（完納） 

１件 （000000） 

                                                        ↑ 

[※「コード番号 農委｢00-000｣、JA｢0-00-000｣] 

 

独立行政法人 

農業者年金基金理事長 

（公印省略） 
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裏 面 

 



事 務 連 絡 

令和６年  月 日 

     各市町村農業委員会担当者  様 

     各 農 業 協 同 組 合 担 当 者  様 

 

独立行政法人農業者年金基金 

業 務 部 給 付 課 

 

給付返納金債権に係る催告の事前連絡に係る留意点等について 

 

農業者年金事業につきましては、日頃より格別なご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

  さて、失権等に伴う支給済の給付金の返納について、一定期間が経過しても返納されない債務者等（受給権

者又は受給権者死亡の届出者）に対し、下記のとおり催告を行いますので、留意点等についてご連絡いたしま

す。 

   

（１） 催告対象者 

○月催告の対象者は、令和○年○月に返還金請求（納付期限令和○年○月○日）を行った債務者等で、

令和○年○月末日現在未納の者となります。 

 

（２） 債務者等への事前のご説明のお願い 

債務者等へ催告について事前のご説明をしていただく際、面会、電話、郵便等の手段は問いませんが、

振込詐欺への警戒等により開封されない例があるようですので、そのような請求でないことが伝わるようにご

説明いただきますようお願いいたします。 

    

（３） 債務者等からのご相談等への対応 

債務者等から、債務の発生経緯の説明を求められた場合や返納に関するご相談等があった場合は、基金

から必要な情報を提供しますのでご連絡ください。 

また、ご相談内容等の中に、返納期限の延長、分割納付への変更及び請求先の変更等があった場合、債

務者等の転居・死亡等に伴う氏名・連絡先等の変更あった場合には、電話連絡で構いませんので、基金担

当者までお伝えください。 

 

（４） 「分割納付申出書」の取扱い 

    催告では「分割納付申出書」を同封しておりますが、「ＪＡ経由でご提出ください。」と記載しておりますの

で、提出された際には、基金まで送付願います。 

 

（５） 「農業者年金記録管理システム」を活用した返納状況の確認方法 

返納状況については、通知した年金証書の記号番号で「農業者年金記録管理システム」の受給権者情報

を検索し、「債権原簿」のタブが存在すれば「未返納（又は分割返納中）」、また、「債権原簿」のタブが無け

れば「完済」であることを確認できます。（ただし、最新情報は表示されないため、基金担当者にお問い合わせください。） 

   

（６） 債務者等に関する情報提供等のお願い 

     再催告を行う債権については、定期的に基金から債務者等へ返納請求を行っているところですが、宛所

なしにより返送されるケースもあるため、受託機関に対して債務者等に係る基本的な情報（死亡や転居等）

の提供やご協力を随時お願いすることがありますので、ご承知おき願います。 

 

（担 当）〒105-8010 東京都港区西新橋 1-６-21 NBF 虎ノ門ビル５階 

独立行政法人農業者年金基金 業務部給付課  

債権管理班 大沢、草間 ℡03-3502-3949 
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